
【養護老人ホームとは？】                                            

養護老人ホームは、原則 65歳以上であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において

養護を受けることが困難な方が、市区町村長の措置によって入所する施設です。 

下記【申込み時チェック項目】の全てに該当し、さらに入所判定委員会にて日常生活動作の状況

や精神状況等により養護老人ホームの対象と判定された方が入所できます。 

 

【申込み時チェック項目】                                    

対象要件 内容 

年齢 
□65歳以上の方。又は 65歳未満であっても要介護認定がある等により

特に必要があると認められる方。（要相談） 

要介護度 □認定なし □要支援１ □要支援２ □要介護１ □要介護２【※１】 

健康状態 □入院加療を要する病態ではないこと。 

経済状況 

□下記①～③のいずれかに該当する。 

①生活保護世帯である。 

②入所希望者及び生計中心者【※２】が非課税もしくは市民税の均等割

のみ課税である。（市民税の所得割課税の場合は対象外） 

 ③災害の発生等諸事情により世帯の生活状態が困窮している。 

□年収が 1５0万円未満である。 

□預貯金が５0０万円未満である。 

家族・住居の状況 

□次のいずれかに該当する。（詳細に聞き取り調査を行います。） 

 ・養護者がいない。 

 ・家族又は同居者との同居が困難。 

 ・現に住居がない。 

 ・住居の環境が劣悪である。 

入所意思 ☐申込み時点において、本人に入所の意思があること。 
 

【※１】要介護２までの方であっても、本人の状態によっては対象とならない場合があります。

要介護３～５の方は、養護老人ホームの対象外です。特別養護老人ホーム等へ直接入所

申込みをしてください。 

【※２】生計中心者とは、本人の生計を維持している同居家族等に当たります。 

 

【利用料（負担金）はどれくらい？】                                          

 月々の施設の費用（食費、部屋代、光熱水費等）は市が措置費として施設に支払います。利用料

（負担金）は、本人の年金等の収入や扶養義務者の課税状況に応じて、国が定めた基準により決定

した金額を益田市へ納めていただきます。また、病院を受診した際の医療費、介護サービス利用料、

お小遣い等は別途自己負担となります。※本人分は別表１、扶養義務者分は別表２参照。 

 

【その他注意事項】                                                                          

 収入・預貯金を確認させていただくため、入所希望者名義の通帳を全てご持参ください。 

 

【養護老人ホーム入所申込みから入所まで】                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

養護老人ホーム入所後、次に掲げるものに該当する場合には、養護老人ホームを退所し適切な

医療機関や施設へ入院・入所をお願いすることになります。 

①特別養護老人ホーム等への入所が決まった場合 

②医療依存度が高くなった場合 

③３ヶ月以上の入院が見込まれる場合 

④その他退所が必要と認められる場合 

 

  

養護老人ホーム入所申込みについて（ご案内） 

 

 

＜お問合せ先＞ 

益田市役所 高齢者福祉課 高齢者福祉係 

ＴＥＬ：０８５６－３１－０２３５ 

ＦＡＸ：０８５６－２４－０１８１ 

養護老人ホーム入所申込書の提出 

【１】かかりつけ医の診断書を提出 

（費用は自己負担。市担当が申込書を確認後、様式を送付します。） 

＋ 

【２】入所判定委員会で審査するための市担当による調査 

 

※【１】【２】は順番が前後する場合があります。 

入所判定委員会で、対象か対象外か審査 

入所前に、養護老人ホームの職員と市担当者での状況確認 

養護老人ホーム入所 

（収入申告書等の提出をしていただきます。） 

対象外となった要

因を説明し、適切

な入所先の検討を

行います。 
対象の場合 

対象外の場合 

申込み時に必要なもの 

【１】本人名義の通帳（全て） 

【２】本人の個人番号が分かる

もの（通知カード等） 

【３】窓口に来る方の身元確認

ができるもの 

（運転免許証等） 

※代理人が申込みする場合は、 

本人の代理権の確認ができ

るもの（本人の保険証等） 

令和３年１２月現在 

 



 

 

別表１ 
被措置者費用徴収基準額表  

 

  対象収入による階層区分 費用徴収基準額 

１          ０円   ～        ２７０，０００      ０円 

２ ２７０，００１   ～    ２８０，０００  １，０００円 

３ ２８０，００１   ～    ３００，０００  １，８００円 

４ ３００，００１   ～    ３２０，０００  ３，４００円 

５ ３２０，００１   ～    ３４０，０００  ４，７００円 

        

６ ３４０，００１   ～    ３６０，０００  ５，８００円 

７ ３６０，００１   ～    ３８０，０００  ７，５００円 

８ ３８０，００１   ～    ４００，０００  ９，１００円 

９ ４００，００１   ～    ４２０，０００ １０，８００円 

１０ ４２０，００１   ～    ４４０，０００ １２，５００円 

        

１１ ４４０，００１   ～    ４６０，０００ １４，１００円 

１２ ４６０，００１   ～    ４８０，０００ １５，８００円 

１３ ４８０，００１   ～    ５００，０００ １７，５００円 

１４ ５００，００１   ～    ５２０，０００ １９，１００円 

１５ ５２０，００１   ～    ５４０，０００ ２０，８００円 

        

１６ ５４０，００１   ～    ５６０，０００ ２２，５００円 

１７ ５６０，００１   ～    ５８０，０００ ２４，１００円 

１８ ５８０，００１   ～    ６００，０００ ２５，８００円 

１９ ６００，００１   ～    ６４０，０００ ２７，５００円 

２０ ６４０，００１   ～    ６８０，０００ ３０，８００円 

        

２１ ６８０，００１   ～    ７２０，０００ ３４，１００円 

２２ ７２０，００１   ～    ７６０，０００ ３７，５００円 

２３ ７６０，００１   ～    ８００，０００ ３９，８００円 

２４ ８００，００１   ～    ８４０，０００ ４１，８００円 

２５ ８４０，００１   ～    ８８０，０００ ４３，８００円 

        

２６ ８８０，００１   ～    ９２０，０００ ４５，８００円 

２７ ９２０，００１   ～    ９６０，０００ ４７，８００円 

２８  ９６０，００１   ～   １，０００，０００ ４９，８００円 

２９ １，０００，００１  ～   １，０４０，０００ ５１，８００円 

３０ １，０４０，００１  ～   １，０８０，０００ ５４，４００円 

        

３１ １，０８０，００１  ～   １，１２０，０００ ５７，１００円 

３２ １，１２０，００１  ～   １，１６０，０００ ５９，８００円 

３３ １，１６０，００１  ～   １，２００，０００ ６２，４００円 

３４ １，２００，００１  ～   １，２６０，０００ ６５，１００円 

３５ １，２６０，００１  ～   １，３２０，０００ ６９，１００円 

        

３６ １，３２０，００１  ～   １，３８０，０００ ７３，１００円 

３７ １，３８０，００１  ～   １，４４０，０００ ７７，１００円 

３８ １，４４０，００１  ～   １，５００，０００ ８１，１００円 

３９     １，５００，００１円以上 （１５０万円超過額
×０．９÷１２月）
＋８１，１００円   
（１００円未満切捨
て） 

  
  

  
    

 

 

別表２       扶養義務者費用徴収基準額表   

 

    税額等による階層区分 費用徴収基準額 

Ａ 生活保護法による被保護者（単給を含む） ０円 

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 ０円 

Ｃ１ 
Ａ階層及びＢ階層

を除き前年分の所

得税非課税の者 

当該年度分の市町村民税所得割非課税 
４，５００円 

（均等割のみ課税） 

Ｃ２ 当該年度分の市町村民税所得割課税 ６，６００円 

Ｄ１ Ａ階層及びＢ階層     ３０，０００円以下 ９，０００円 

Ｄ２ を除き前年分の所 ３０，００１ ～ ８０，０００ １３，５００円 

Ｄ３ 得税課税の者であ  ８０，００１ ～ １４０，０００ １８，７００円 

Ｄ４ って、その税額の １４０，００１ ～ ２８０，０００ ２９，０００円 

Ｄ５ 年額区分が次の額 ２８０，００１ ～ ５００，０００ ４１，２００円 

Ｄ６  である者 ５００，００１ ～ ８００，０００ ５４，２００円 

Ｄ７     ８００，００１ ～ １，１６０，０００ ６８，７００円 

Ｄ８   １，１６０，００１ ～ １，６５０，０００ ８５，０００円 

Ｄ９   １，６５０，００１ ～ ２，２６０，０００ １０２，９００円 

Ｄ１０   ２，２６０，００１ ～ ３，０００，０００ １２２，５００円 

Ｄ１１   ３，０００，００１ ～ ３，９６０，０００ １４３，８００円 

Ｄ１２   ３，９６０，００１ ～ ５，０３０，０００ １６６，６００円 

Ｄ１３   ５，０３０，００１ ～ ６，２７０，０００ １９１，２００円 

Ｄ１４ 

  

 ６，２７０，００１円以上 その月におけるその

被措置者に係る措置

費の支弁額 

※ 扶養義務者負担金の発生する方は、民法に定める扶養義務者のうち、入所時に同居している配偶者又は子

です。（税上の扶養にとっている場合等にも該当する可能性があります。） 

 

 

 

参考 益田圏域内養護老人ホーム一覧 

施設名 住所 電話番号 FAX 

清月の里 〒699-5132 益田市横田町 1751-5 0856-25-2408 0856-25-2413 

春日荘 〒698-0203 益田市美都町都茂 1871-2 0856-52-2338 0856-52-2370 

銀杏寮 〒699-5513 鹿足郡吉賀町六日市 263 0856-77-0234 0856-77-1863 

 

 


